
綾瀬市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条の

規定に基づき策定した綾瀬市子ども・子育て支援事業計画に基づく、民設放課後児

童クラブの拡充及び整備を図るため、社会福祉法人等が本市内で行う放課後児童施

設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において市が補助金を交付すること

について、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則

第１５号。以下「規則」という。） に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 (定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。） 第６条の３第２項の規定に基づく、放課後児童健全育成事業を実施するた

めの建物をいう。 

(2) 整備 次の表の整備区分に掲げる整備内容をいう。 

整備区分 整備内容 

創設 新たに施設を整備すること。 

改築 既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 

拡張 既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。 

大規模修繕 既存施設について、子ども・子育て支援整備交付金に係る施設

整備の取扱いについて(平成２７年７月１３日府子本第２０４

号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下「通知」という。)

の第４に掲げる改修等を実施すること。 

応急仮設施設整備 通知の第６に準じて応急仮設施設を整備すること。 

（交付の対象） 

第３条 補助金の交付を受けることのできる施設は、社会福祉法人、学校法人、公益

社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人その他法第３４条の８第２

項の規定に基づき事業を実施する法人が設置する放課後児童クラブとする。ただし、

整備予定の放課後児童クラブについて、綾瀬市放課後児童健全育成事業の設備及び



運営に関する基準を定める条例（平成２６年綾瀬市条例第２８号）第９条第２項に

規定する専用区画に関する基準を満たしていない場合（同条例附則第２項の規定に

より第９条第２項の規定を適用しない場合を除く。）は、交付の対象としないもの

とする。 

（補助の対象外) 

第４条 この補助金は、次に掲げる費用については補助の対象としないものとする。 

(1) 土地の買収又は整地に要する費用 

(2) 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的で

あると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用 

(4) その他整備費として適当と認められない費用 

（補助額の算定方法） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表の種目の欄に掲げる種目ごとに

基準額の欄に定める基準額、対象経費の実支出額又は総事業費から寄附金その他の

収入額を控除した額のうち最も少ない額に３分の２（通知の第１の２に基づき、待

機児童の解消のための放課後児童クラブの整備を行う場合は、４分の３）を乗じて

得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。 

２ 前項の規定により交付することとなる金額は、当該施設の整備に要する費用の総

額を超えてはならない。 

（申請方法） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条第１項に規定する補助金等

交付申請書（以下「申請書」という。）を、事業着手前に市長に提出しなければな

らない。 

２ 規則第４条第２項第４号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるもの

とする。 

 (1) 設計図（改築、拡張及び大規模修繕については、既存建物との関係を明らかに

したもの） 

(2) 仕様書及び見積書 

(3) 施工前の写真 

(4) 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 



（交付条件） 

第７条 市長は、補助金の交付を決定する場合、規則第６条各号に掲げる条件を付す

るものとする。 

（決定通知） 

第８条 規則第７条に規定する通知は、綾瀬市民設放課後児童クラブ施設整備費補助

金（変更）交付決定通知書（第 1号様式）によるものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第８条第１項に規定する市長の定める期日は、交付決定を受けた日から

起算して１０日を経過した日とする。 

（変更等の承認） 

第１０条 規則第６条第１号又は第２号の規定に基づく市長の承認を受けようとする

ときは、綾瀬市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金変更（中止・廃止）承認申

請書（第２号様式）により、変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記

載し、関係書類を添えて市長に提出するものとする。 

（実績報告書の提出期限） 

第１１条 規則第１２条第１項に規定する市長の定める期日は、事業完了後１月以内

とする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業を行う者

（以下「補助事業者」という。）は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これ

を補助金額から減額して報告しなければならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１２条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者

は、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書（第３号様式）に

より、速やかに市長に対して報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的

に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方

消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っ

ている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 



（実績報告の添付書類） 

第１３条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第１２条第１項に規定する補

助事業等実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 契約書の写し 

(2) 支払領収書の写し 

(3) 建築検査済証の写し 

(4) 補助対象となった建物等の写真 

(5) 補助対象となった建物の権利の帰属を証する書類 

（財産処分の制限の特例） 

第１４条 規則第１５条ただし書きの規定により市長が定める期間並びに同条第２号

及び第３号の規定により定めるものは、国の基準に準じるものとする。 

（書類の整備等） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた事業に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備

保管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業の完了の日の属する市の会計年度の翌

年度から起算して、５年間保存するものとする。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年５月 1日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年７月３０日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使

用することができる。 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

整備区分 種目 基準額 対象経費 

創 設 及 び

改築 

本体工事費 ２８，６５９千円 

 

ただし、通知の第１による、放課

後子ども総合プラン（平成２６年７

月３１日厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長、文部科学省生涯学習政策

局長連名通知）に基づく学校敷地内

等における創設又は改築を行う場

合（以下「放課後子ども総合プラン

による場合」という。）。 

５７，３１８千円 

 

一部改築については、通知の第２

により算出されたものを基準額と

する。 

放課後児童クラブ

の創設及び改築整備

（建物の整備と一体

的に整備されるもの

であって、市長が必

要と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費及び

工事事務費（工事施

工のため直接必要な

事務に要する費用で

あって、旅費、消耗

品費、通信運搬費、

印刷製本費及び設計

監理料等をいい、そ

の額は工事費又は工

事請負費の２．６％

に相当する額を限度

とする。以下同じ。）

並びに既存建物の買

収のために必要な財

産購入費（ＰＦＩ事

業及び既存建物を買

収することが建物を

新築することより効

率的であると認めら

れる場合に限る。） 

賃借料加算 ６，６５８千円 新たに土地を貸借



 

 

 

して放課後児童クラ

ブを整備する場合に

必要な費用 

特殊付帯工

事費 

１７，２４６千円 特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費 

１ 改築に際して既存施設を解体し

撤去する場合 

１，５２１千円 

２ 改築に際して仮設施設を整備す

る場合 

２，２６４千円 

３ 一部改築に際して既存施設を解

体し撤去する場合又は仮設施設

を整備する場合は、通知の第２の

２により市長が必要と認めた額

とする。 

解体撤去に必要な

工事費又は工事請負

費及び仮設施設整備

に必要な賃借料、工

事費又は工事請負費 

拡張 

 

 

本体工事費 市長が認めた額とする。ただし、創

設に係る基準額の２分の１を上限

とする。 

放課後児童クラブ

の拡張整備に必要な

工事費又は工事請負

費及び工事事務費 

賃借料加算 ６，６５８千円 新たに土地を貸借

して放課後児童クラ

ブを整備する場合に

必要な費用（施設の

拡張により必要とな

る部分に限る。） 

特殊付帯工

事費 

１７，２４６千円 特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 



大 規 模 修

繕 

本体工事費 通知の第４の３により市長が必要

と認めた額とする。 

放課後児童クラブ

の大規模修繕に必要

な工事費又は工事請

負費及び工事事務費 

特殊付帯工

事費 

１７，２４６千円 特殊附帯工事に必

要な工事費又は工事

請負費 

仮設施設整

備工事費 

大規模修繕に際して仮設施設を整

備する場合は、通知の第４の３によ

り市長が必要と認めた額とする。 

仮設施設整備に必

要な賃借料、工事費

又は工事請負費 

 

 



第１号様式（第８条関係） 

 

綾瀬市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金（変更）交付決定通知書 

 

                                   年  月  日     

            

             様 

                                 

綾瀬市長           印 

 

 

        年   月   日申請があった       年度綾瀬市民設放課後児童クラブ施設

整備費補助金の交付については、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則第５

条（第９条）の規定により、次のとおり決定しました。 

 

 

１ 補 助 金 額                      円 

  既交付決定額            円 

  今回変更額（増減額）        円 

   

２ 補助条件 

 (1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、速やか

に市長の承認を受けること。 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受け

るべきこと。 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

 (4) その他市長が必要と認める条件 



第２号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市民設放課後児童クラブ施設整備費補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

                                          年  月  日 

綾 瀬 市 長  

 

                      申請者 所 在 地 

                                  名   称 

                                代表者氏名            

   

    年  月  日付けで交付決定を受けた    年度綾瀬市民設放課後児童

クラブ施設整備費補助金に係る事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので申請

します。 

 

１ 変更の内容 

変更（中止・廃止）前 変更（中止・廃止）後 

   

   

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

３ 添付書類 

 

 

 



第３号様式（第１２条関係） 

年    月    日 

 
    綾 瀬 市 長 

                                      補助事業者 所 在 地 

                         名   称 

                         代表者氏名        

 
消費税仕入控除税額報告書 

 
          年    月    日付けで交付決定を受けた        年度綾瀬市民設放課後児

童クラブ施設整備費補助金に係る消費税仕入控除税額について、次のとおり報告しま

す。 

 

１  補助金の額の確定額                                      円 

  

２  消費税の申告の有無（どちらかを選択）    有    ・    無 

 

（２で「無」を選択の場合は以下不要） 

３ 仕入控除税額の計算方法（どちらかを選択） 一般課税  ・  簡易課税 

 

（３で「簡易課税」を選択の場合は以下不要） 

４ 補助金の額の確定時に減額した消費税仕入控除税額         円 

 

５ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額          円 

 

６ 補助金返還相当額（５から４の額を差し引いた額）         円 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。 

   ２ 補助金返還相当額がない場合であっても、報告すること。 


